
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
自
動
車
税
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

二
六
四

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
六
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

二
六
五

た
件
六
件

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件

二
六
七

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

二
六
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

二
六
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
六
九

公

告

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

二
六
九

福
島
県
病
院
局

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

二
七
〇

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

二
七
〇

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
七
〇

福
島
県
人
事
委
員
会

○
福
島
県
人
事
委
員
会
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則

二
七
〇

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
七
一

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
地
方
税
の
収
納
の
事
務
を
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
自
動
車
税
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
業
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
税

務

課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

者
か
ら
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
そ
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ
と
が
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
申
請
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
及
び
申
請
書
等
の
縦
覧
に
係
る
事
項

１

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
東
北
エ
コ
ー
ク
リ
ー
ン

代
表
取
締
役

華
山

昌
珠

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
塩
庭
字
熊
田
三
十
八
番
地

２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
塩
庭
字
熊
田
三
十
八
番
一

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
政

令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
四
号
ハ
に
規
定
す
る
管
理
型
最
終
処
分
場

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻

(一)

汚
泥

(二)

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

(三)

紙
く
ず

(四)

木
く
ず

(五)

繊
維
く
ず

(六)

動
植
物
性
残
さ

(七)

ゴ
ム
く
ず

(八)

───────────────────────────────────────────────────────────
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金
属
く
ず

(九)

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

(十)十
一

鉱
さ
い

十
二

が
れ
き
類

十
三

ば
い
じ
ん

十
四

政
令
第
二
条
第
十
三
号
に
該
当
す
る
廃
棄
物

十
五

廃
石
綿
等

５

申
請
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
九
日

６

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

(一)

福
島
県
郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番
一
号

小
野
町
町
民
生
活
課

(二)

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
小
野
新
町
字
舘
廻
り
九
十
二
番
地

７

縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
二
日
ま
で
（
福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

二

意
見
書
の
提
出
に
係
る
事
項

１

提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
六
月
十
六
日

２

提
出
先

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
郡
山
市
麓
山
一
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
九
六
三
―
八
五
四
〇
）

３

意
見
書
の
記
載
事
項
（
い
ず
れ
も
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と
。
）

提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

(一)
者
の
氏
名

対
象
事
業
の
名
称

(二)

具
体
的
な
利
害
関
係
の
内
容

(三)

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見

(四)

（
産
業
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
五

月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

( )( )( ) ( )( )

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
滝
沢
店

福
島
県
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
八
幡
字
牛
ヶ
墓
七
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
五

月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
神
明
通
り
店

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
三
百
五
十
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

───────────────────────────────────────────────────────────
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三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
五

月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
会
津
ア
ピ
オ
店

福
島
県
会
津
若
松
市
イ
ン
タ
ー
西
百
十
六
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
五

月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
河
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
会
津
若
松
市
河
東
町
南
高
野
字
向
原

一
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
五

月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
門
田
店

福
島
県
会
津
若
松
市
東
年
貢
一
丁
目
四
十
四
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
小
池

代
表
取
締
役

小
池

信
介
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福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

代
表
取
締
役

小
池

信
介

福
島
県
会
津
若
松
市
中
町
四
番
三
十
六
号

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
ビ
ズ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
五

月
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

郡
山
駅
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
郡
山
市
向
河
原
町
百
六
十
三
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
十
九
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政

策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
大
槻

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
土
瓜
三
十
七
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
六
月
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政

策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｍ
Ｏ
Ｌ
Ｔ
Ｉ

福
島
県
郡
山
市
駅
前
二
丁
目
十
一
番
一
号

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
只
見
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内

容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

皆
川
初
太
郎

皆
川
博

吉
津
一
八

吉
津
堅
次

吉
津
安
一

吉
津
茂
三
郎

吉
津
賢

大
竹

利
右
エ
門

目
黒
伊
吉

目
黒
國
三
郎

目
黒
太
一
郎

目
黒
庄
五
郎

目
黒
衛

目
黒
辰
衛

吉
津
勝
介

秋
岡
千
恵

星
正
一

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。
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２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号
）

に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
長
沼

郡
山
市
熱
海
町
長
橋
字
反

変
更
前

一
○
・
七
〜

一
、
五
六
○
・
○

喜
久
田
線

田
八
二
番
地
先
か
ら

一
五
・
○

同

市
熱
海
町
上
伊
豆
島

字
弥
五
郎
内
六
五
番
地
先

変
更
後

一
二
・
○
〜

一
、
五
六
○
・
○

ま
で

二
○
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
赤
留

大
沼
郡
会
津
美
里
町
佐
賀

変
更
前

Ａ

五
・
三
〜

九
八
四
・
八

塔
寺
線

瀬
川
字
東
萱
平
一
六
○
八

一
七
・
六

番
二
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
佐
賀

瀬
川
字
佐
賀
瀬
川
一
二
八

番
地
先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
佐
賀

変
更
後

Ａ

五
・
三
〜

九
八
四
・
八

瀬
川
字
東
萱
平
一
六
○
八

一
七
・
六

番
二
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
佐
賀

瀬
川
字
佐
賀
瀬
川
一
二
八

番
地
先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
佐
賀

Ｂ

一
三
・
六
〜

六
一
○
・
○

瀬
川
字
東
萱
平
一
六
○
八

六
四
・
○

番
二
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
佐
賀

瀬
川
字
佐
賀
瀬
川
一
五
三

番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
喜
多

喜
多
方
市
岩
月
町
喜
多
方

変
更
前

八
・
○
〜

一
五
八
・
七

方
西
会
津

字
稲
村
七
七
三
番
地
先
か

一
八
・
三

線

ら同

市
岩
月
町
喜
多
方

変
更
後

八
・
○
〜

一
五
八
・
七

字
稲
村
八
八
一
番
地
先
ま

一
六
・
○

で
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
浪
江

南
相
馬
市
原
町
区
小
川
町

変
更
前

Ａ

六
・
○
〜

一
、
二
四
二
・
○

鹿
島
線

四
一
九
番
地
先
か
ら

二
六
・
○

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
一
九
九
番
三
地

先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
小
川
町

変
更
後

Ａ

一
二
・
八
〜

一
、
二
四
二
・
○

四
一
九
番
地
先
か
ら

四
六
・
○

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
一
九
九
番
三
地

先
ま
で

南
相
馬
市
原
町
区
上
北
高

Ｂ

一
四
・
○
〜

一
四
二
・
○

平
字
植
松
下
四
三
番
地
先

三
四
・
○

か
ら

同

市
原
町
区
上
北
高

平
字
植
松
二
五
三
番
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
喜
多
方
西
会
津
線

喜
多
方
市
岩
月
町
喜
多
方
字
稲
村
七
七

平
成
二
八
年
五
月
二
日

三
番
地
先
か
ら

同

市
岩
月
町
喜
多
方
字
稲
村
八
八

一
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
か
ら
二
本
松
本
宮
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
病
院
局
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福 島 県 病 院 局 告 示 第 ３ 号
地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 2 7年 法 律 第 2 9 2号 ） 第 3 3条 の ２ の 規 定 に よ り 、 公 金 の 収 納 の 事 務

を 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 次 の と お り 委 託 し た 。
平 成 2 8年 ５ 月 ２ 日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
１ 委 託 し た 事 務 の 範 囲 及 び 内 容

福 島 県 立 矢 吹 病 院 、 福 島 県 立 宮 下 病 院 及 び 福 島 県 立 南 会 津 病 院 に お け る 診 療 費 等 の
収 納 の 事 務

２ 受 託 者 の 名 称 及 び 所 在 地
(1） 福 島 県 立 矢 吹 病 院 及 び 福 島 県 立 宮 下 病 院 の 受 託 者

株 式 会 社 ソ ラ ス ト
東 京 都 港 区 港 南 一 丁 目 ７ 番 1 8号

(2） 福 島 県 立 南 会 津 病 院 の 受 託 者
株 式 会 社 ニ チ イ 学 館
東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 二 丁 目 ９ 番 地

３ 収 納 の 事 務 を 委 託 す る 期 間
平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 2 9年 ３ 月 31日 ま で

（ 病 院 経 営 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
平
成
二
十
八
年
四
月
二
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
立
美
術
館
長

早

川

博

明

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
立
美
術
館
観
覧
料
及
び
図
録
等
売
払
代
金
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
東
北
装
美

２

所
在
地

福
島
県
郡
山
市
並
木
三
丁
目
五
番
地
の
三

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で

（
総

務

課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名

称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

一
般
財
団
法
人
大
原
綜
合
病

一
般
財
団
法
人
大
原
記
念
財

平
成
二
八
年
四
月
一
日

院

団
大
原
綜
合
病
院

福
島
県
人
事
委
員
会

福
島
県
人
事
委
員
会
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成28年５月２日 月曜日 福 島 県 報 第2792号 271

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号

福
島
県
人
事
委
員
会
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
表
示
の
方
法
）

第
一
条

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
庁
（
法
第
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
庁
を
い
い
、
福
島
県
人
事
委
員
会
が
審
査
庁
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
別
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録

用
紙
の
片
面
又
は
両
面
に
白
黒
又
は
カ
ラ
ー

で
出
力
し
た
も
の
を
表
示
す
る
方
法

二

前
号
以
外
の
電
磁
的
記
録

専
用
機
器
（
当
該
閲
覧
の
用
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
聴
取
又
は
視
聴
に
よ
り
表
示
す
る
方
法

（
交
付
の
部
数
等
）

第
二
条

法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

交
付
の
部
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
求
め
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

２

福
島
県
行
政
不
服
審
査
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
手

数
料
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
写
し
の
交
付
又
は
手
数
料
条
例
第
三
条
第
二

号
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
に
用
い
た
用
紙
の
大
き
さ
が
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番
の
規
格
を
超
え

る
場
合
の
当
該
交
付
に
用
い
た
用
紙
の
枚
数
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番
の
規
格
の
用

紙
を
用
い
た
場
合
の
枚
数
に
換
算
し
て
算
定
す
る
。

（
手
数
料
の
減
免
申
請
等
）

第
三
条

手
数
料
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
手
数
料
の
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
求
め
る
際
に
、
併
せ
て
手
数
料

の
減
免
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
類
及
び
経
済
的
困
難
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力
が
な
い

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
審
査
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
査
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
九
条
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
受
け
る
者
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
求
め
一
件
に
つ
き
二
千
円
を

限
度
と
し
て
、
当
該
交
付
を
受
け
る
者
に
係
る
手
数
料
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
手
数
料
を
減
額
し
、

又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者

で
あ
る
と
き
。

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
審
査
庁
が
認
め
る
者
で
あ
る
と
き
。

（
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
の
方
法
）

第
四
条

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
庁
が
定
め
る
方
法
は
、
郵
便
切
手
に

よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
六
第
四
項
第
四
号
中
「
育
児
休
業
の
期
間
」
の
下
に
「
（
基
準
日
以
前
六
箇
月
の
期

間
に
育
児
休
業
の
期
間
の
全
部
又
は
一
部
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
育
児
休
業
の
全
期
間
の

合
計
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
基
準
日
以
前
六
箇
月
の
期
間
内
の
育
児
休
業
の
期
間

を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

「
保
健
福
祉
事
務
所
出
張
所
長

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
出
先
機
関
の
項
中

を
「
保
健

保
健
福
祉
事
務
所
出
張
所
次
長
」

「
主
幹

福
祉
事
務
所
出
張
所
長
」
に
、

を
「
主
幹
」
に
改
め
る
。

教
務
主
幹
」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局

の
部
出
先
機
関
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）


